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（
翻
訳
）

劉
国
忠

『
中
国
出
土
文
献
研
究
2
0
1
0
』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
五
十
二
号
〉
）

平
成
二
十
三
年
二
月
九
ニ

-
1
0四
頁

「
周
文
王
称
王
史
事
弁
」

本
稿
は
、
『
中
国
史
研
究
』
二

O
O九
年
第
三
期
（
二
五

S
三
〇

頁
）
に
掲
載
さ
れ
た
清
華
簡
に
関
す
る
劉
国
忠
氏
の
論
文
、
「
周
文

王
称
王
史
事
弁
」
の
翻
訳
で
あ
る
。

清
華
簡
と
は
、
二

0
0
八
年
七
月
に
清
華
大
学
が
入
手
し
た
竹

簡
群
で
あ
り
、
そ
の
概
要
は
李
学
勤
「
論
清
華
簡
《
保
訓
》
的
幾

個
問
題
」
（
『
文
物
』
二

0
0
九
年
第
六
期
、
文
物
出
版
社
、
七
六

＼
七
八
頁
）
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
大
阪
大
学
中
国
哲
学
研

究
室
で
は
、
平
成
二
十
一
年
度
に
開
講
さ
れ
た
湯
浅
邦
弘
教
授
の

「
中
国
哲
学
演
習
」
に
お
い
て
、
消
華
簡
の
概
要
を
把
握
す
る
た

め
、
前
掲
李
学
勤
氏
の
報
告
を
翻
訳
し
た
（
こ
の
翻
訳
は
、
前
号

の
『
中
国
研
究
集
刊
』
（
総
第
五
十
一
号
、
二

0
1
0
年
）
に
て
発

表
）
。
そ
の
次
に
我
々
が
着
手
し
た
の
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
劉

国
忠
氏
の
論
文
で
あ
る
。
劉
氏
の
論
文
は
、
す
で
に
『
文
物
』
誌

上
で
釈
文
が
公
開
さ
れ
て
い
る
清
華
簡
中
の
『
保
訓
』
に
関
す
る

も
の
で
、
消
華
簡
を
中
心
に
周
の
文
王
の
称
王
問
題
を
論
じ
て
い

大
阪
大
学
中
国
哲
学
研
究
室

る
。
周
の
文
王
が
生
前
に
称
王
し
た
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
長

ら
く
学
者
の
頭
を
悩
ま
せ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
未
解
決

の
問
題
を
清
華
簡
が
解
決
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
す
る
劉
氏
の
論

文
は
、
ま
こ
と
に
魅
力
的
で
あ
り
、
ま
た
今
回
の
新
発
見
の
価
値

を
存
分
に
発
揮
す
る
も
の
と
い
え
る
。
我
々
が
劉
氏
の
論
文
を
取

り
上
げ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

翻
訳
は
、
久
保
宗
之
（
中
国
哲
学
研
究
室
•
学
部
生
）
、
竹
村
渉

（
中
国
哲
学
研
究
室
・
大
学
院
生
）
、
金
城
未
来
（
同
上
）
、
草
野

友
子
（
日
本
学
術
振
典
会
特
別
研
究
員
）
、
福
田
一
也
（
大
阪
教
育

大
学
非
常
勤
講
師
）
の
五
名
で
作
成
し
た
（
（
）
内
は
、
作
成
当

時
の
所
属
）
。

「
原
注
」
は
原
論
文
の
注
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
補
注
」

は
訳
者
が
原
文
を
補
足
す
る
た
め
に
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
読
者
の
便
を
は
か
る
目
的
で
引
用
資
料
に
訓
読
を
附
し
た
が
、

必
ず
し
も
劉
氏
の
読
み
と
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
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日
本
語
訳

な
い
。
あ
く
ま
で
論
文
理
解
を
助
け
る
た
め
の
便
宜
的
な
処
置
と

し
て
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

（
福
田
一
也
）

殷
周
時
代
の
歴
史
は
変
化
に
富
み
、
彩
り
鮮
や
か
で
あ
る
。
西

周
は
、
も
と
も
と
は
殷
の
西
方
の
諸
侯
で
あ
っ
た
が
、
長
き
に
渡

る
発
展
と
成
長
を
経
て
、
つ
い
に
殷
王
朝
を
滅
ぼ
す
に
い
た
る
。

西
周
は
周
の
武
王
の
時
に
は
じ
め
て
殷
を
滅
ぼ
し
て
建
国
の
大
業

を
成
し
遂
げ
た
が
、
真
に
殷
を
倒
す
基
礎
を
固
め
た
の
は
、
武
王

の
父
、
周
の
文
王
で
あ
る
。
史
料
に
「
三
分
天
下
有
其
二
（
天
下

た
も

を
三
分
し
て
其
の
二
を
有
つ
）
」
（
『
論
語
』
泰
伯
篇
）
と
あ
る
よ

う
に
、
周
の
文
王
の
時
、
す
で
に
殷
に
対
す
る
優
位
を
確
立
し
て

い
た
。
周
の
文
王
期
の
統
治
は
、
西
周
の
発
展
と
成
長
に
と
っ
て

極
め
て
重
要
で
あ
り
、
周
人
も
ま
た
、
周
王
朝
の
開
始
を
周
の
文

王
の
時
期
に
ま
で
遡
ら
せ
て
い
る
。
だ
が
、
史
書
の
欠
如
に
よ
っ

て
周
の
文
王
期
に
関
わ
る
歴
史
記
録
に
は
大
き
な
制
約
が
あ
り
、

学
者
た
ち
が
深
く
研
究
へ
立
ち
入
る
こ
と
を
阻
ん
で
き
た
。
中
で

も
と
り
わ
け
絶
え
ず
議
論
の
的
と
な
っ
て
き
た
の
は
、
生
前
に
周

の
文
王
が
す
で
に
王
を
称
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

周
の
文
王
が
生
前
す
で
に
王
を
称
し
て
い
た
と
す
る
見
方
に
関

し
て
は
、
文
献
中
に
少
な
か
ら
ぬ
言
及
が
あ
る
。
司
馬
遷
は
『
史

記
』
周
本
紀
に
お
い
て
、
「
詩
人
道
西
伯
、
蓋
受
命
之
年
稲
王
而
断

虞
丙
之
訟
。
（
詩
人
西
伯
を
道
う
に
、
蓋
し
受
命
の
年
に
王
と
称
し

て
虞
•
i内
の
訟
を
断
ず
と
）
」
と
記
し
(
l
L
I
)、
『
史
記
正
義
』
は
「
ニ

国
相
譲
後
、
諸
侯
帰
西
伯
者
四
十
餘
国
、
咸
尊
西
伯
為
王
。
蓋
此

年
受
命
之
年
稲
王
也
。
『
帝
王
世
紀
』
云
、
文
王
即
位
四
十
二
年
、

歳
在
鶉
火
、
文
王
更
為
受
命
之
元
年
、
始
稲
王
突
。
（
二
国
相
譲
る

の
後
、
諸
侯
の
西
伯
に
帰
す
る
者
は
四
十
余
国
、
咸
な
西
伯
を
尊

び
て
王
と
為
す
。
蓋
し
此
の
年
は
受
命
の
年
に
し
て
王
と
称
す
る

な
り
。
『
帝
王
世
紀
』
に
云
う
、
文
王
即
位
す
る
こ
と
四
十
二
年
、

あ
ら
た

歳
は
鶉
火
に
在
り
、
文
王
更
め
て
受
命
の
元
年
と
為
し
、
始
め
て

王
と
称
す
と
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
漠
唐
の
学
者
た
ち
は
祠
I
]
、
『
詩

経
』
大
雅
・
文
王
篇
の
注
解
の
中
で
同
様
の
見
方
を
行
っ
て
い
る

証
2
]
。
漢
唐
期
の
学
者
の
多
く
が
、
周
の
文
王
の
生
前
に
お
け
る

称
王
を
信
じ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
周
の
文
王
が
生
前
す
で
に
称
王
し
て
い
た
こ
と
を
否

定
す
る
、
正
反
対
の
見
方
も
あ
る
。
例
え
ば
『
風
俗
通
義
』
皇
覇

篇
の
「
三
王
」
の
条
で
は
、
古
代
の
「
三
王
」
と
し
て
夏
の
萬
王
、

殷
の
湯
王
、
周
の
武
王
を
挙
げ
、
周
の
文
王
は
三
王
の
列
に
挙
げ

ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
「
『
論
語
』
、
文
王
率
殷
之
叛
國

以
服
事
殷
。
時
尚
臣
隔
、
何
縁
便
得
列
三
王
哉
。
（
『
論
語
』
に
、

3
タ

文
王
殷
の
叛
国
を
率
い
て
以
て
殷
に
服
事
す
と
。
時
に
臣
属
す
る
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を
尚
べ
ば
、
何
に
縁
り
て
便
ち
三
王
に
列
す
る
を
得
ん
や
）
」
で
あ

る
。
応
助
は
ま
た
、
「
太
王
、
王
季
皆
見
追
琥
、
登
可
復
謂
已
王
乎
。

（
太
王
、
王
季
は
皆
な
追
琥
せ
ら
る
、
堂
に
復
た
已
に
王
と
謂
う

ベ
け
ん
や
）
」
（
＂
1
1
2
)

と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
仔
細
に
見
て

み
る
と
、
周
の
文
王
が
生
前
に
す
で
に
王
を
称
し
た
こ
と
を
否
定

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

唐
代
以
降
、
周
の
文
王
の
称
王
を
否
定
す
る
見
方
は
、
次
第
に

広
が
り
は
じ
め
た
。
孔
穎
達
は
、
『
尚
書
正
義
』
泰
誓
篇
の
中
で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
『
易
緯
』
稲
羅
3
]
、
文
王
受
命
、
改
正
朔
、
布
王
琥
於
天

下
。
鄭
玄
依
而
用
之
、
言
文
王
生
稲
王
、
已
改
正
。
然
天
無

二
日
、
王
無
二
王
、
登
得
殷
紺
尚
在
而
稲
周
王
哉
。
若
文
王

身
自
稲
王
、
巳
改
正
朔
、
則
是
功
業
成
突
、
武
王
何
得
云
大

勲
未
集
、
欲
卒
父
業
也
。
『
證
記
』
大
偲
云
、
牧
之
野
、
武
王

之
大
事
也
。
既
事
而
退
、
追
王
大
王
齊
父
祠
4
]
、
王
季
歴
、

文
王
昌
。
是
追
為
王
、
何
以
得
為
文
王
身
稲
王
、
已
改
正
朔

也
。
（
『
易
緯
』
は
、
文
王
受
命
し
、
正
朔
を
改
め
、
王
号
を

天
下
に
布
く
と
称
す
。
鄭
玄
依
り
て
之
を
用
い
、
文
王
生
き

な
が
ら
王
を
称
し
、
已
に
正
を
改
む
と
言
う
。
然
る
に
天
に

二
日
無
く
、
王
に
二
王
無
し
、
堂
に
殷
紺
の
尚
お
在
す
る
に

み

ず

か

周
の
王
を
称
す
る
を
得
ん
や
。
若
し
文
王
身
自
ら
王
を
称
し
、

已
に
正
朔
を
改
む
れ
ば
、
則
ち
是
れ
功
業
成
り
、
武
王
は
何

ぞ
大
勲
未
だ
集
ら
ず
、
父
の
業
を
卒
え
ん
と
欲
す
と
云
う
を

得
ん
や
。
『
礼
記
』
大
伝
に
云
う
、
牧
の
野
、
武
王
の
大
事
な

り
。
事
を
既
り
て
退
き
、
大
王
窟
父
、
王
季
歴
、
文
王
昌
に

追
王
す
と
。
是
れ
追
し
て
王
と
為
さ
ば
、
何
を
以
て
文
王
自

ら
王
を
称
し
、
已
に
正
朔
を
改
む
と
為
す
を
得
ん
や
）
」
（
i
j
3
)

ま
た
劉
知
幾
は
、
『
史
通
』
疑
古
篇
の
中
で
次
の
よ
う
に
明
確
に

指
摘
す
る
。

「
夫
天
無
二
日
、
地
惟
一
人
。
有
殷
猶
存
而
王
琥
速
立
、
此

即
春
秋
楚
及
呉
越
僭
琥
而
陵
天
子
也
。
（
夫
れ
天
に
二
日
無
く
、

地
に
惟
だ
一
人
の
み
。
有
殷
猶
お
存
し
王
号
速
か
に
立
つ
、

此
れ
即
ち
春
秋
の
楚
及
び
呉
越
の
僭
号
し
て
天
子
を
陵
ぐ
な

り
）
」
（
注
4
)

さ
ら
に
張
守
節
も
、
『
史
記
正
義
』
の
中
で
類
似
の
見
解
を
述
べ

て
い
る
。
彼
は
「
周
本
紀
」
の
中
で
周
の
文
王
が
「
改
法
度
、
制

正
朔
（
法
度
を
改
め
、
正
朔
を
制
）
」
し
た
時
の
こ
と
を
検
討
し
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
『
易
緯
』
云
、
文
王
受
命
祠
5
]
、
改
正
朔
、
布
王
琥
於
天

下
。
鄭
玄
信
而
用
之
、
言
文
王
稲
王
、
已
改
正
朔
、
布
王
琥

芙
。
按
天
無
二
日
、
土
無
二
王
祠
6
]

。
登
殷
紺
尚
存
而
周
稲

王
哉
。
若
文
王
自
稲
王
改
正
朔
、
則
是
功
業
成
突
。
武
王
何
復

得
云
大
勲
未
集
、
欲
卒
父
業
也
。
『
證
記
』
大
博
云
、
牧
之
野
武

王
成
大
事
而
退
、
追
王
太
王
翌
父
・
王
季
歴
・
文
王
昌
。
披
此

(94) 



文
乃
是
追
王
為
王
、
何
得
文
王
自
稲
王
改
正
朔
也
。
（
「
『
易
緯
』

に
云
う
、
文
王
受
命
し
て
正
朔
を
改
め
、
王
号
を
天
下
に
布

く
と
。
鄭
玄
は
信
じ
て
之
を
用
い
、
文
王
は
王
を
称
し
、
已

に
正
朔
を
改
め
、
王
号
を
布
く
と
言
う
。
按
ず
る
に
、
天
に

二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
し
。
登
に
殷
紺
の
尚
お
存
す
る
に

み
ず
か

周
は
王
を
称
せ
ん
や
。
若
し
文
王
自
ら
王
を
称
し
、
正
朔
を

改
む
れ
ば
、
則
ち
是
れ
功
業
成
る
な
り
。
武
王
何
ぞ
復
た
大

勲
未
だ
集
ら
ず
、
父
の
業
を
卒
え
し
め
ん
と
欲
す
と
云
う
を

得
ん
や
。
『
礼
記
』
大
伝
に
云
う
、
牧
の
野
に
武
王
は
大
事
を

成
し
て
退
き
、
太
王
窟
父
・
王
季
歴
、
文
王
昌
を
追
王
す
と
。

此
の
文
に
拠
れ
ば
乃
ち
是
れ
追
王
し
て
王
と
為
す
、
何
ぞ
文

王
自
ら
王
を
称
し
て
正
朔
を
改
む
る
を
得
ん
や
）
」
（

d
g

以
上
の
学
者
た
ち
が
強
く
文
王
の
称
王
を
否
定
す
る
の
は
、
当

時
の
人
々
が
周
の
文
王
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
普
遍
的
な
聖
人
像

に
と
ら
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
周
の
文
王
は
殷
の
紺
王
の
臣

下
で
あ
り
、
も
し
彼
が
生
前
、
本
当
に
王
を
称
し
て
い
た
な
ら
ば
、

封
建
社
会
の
正
し
き
倫
理
観
に
背
反
す
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
そ

の
た
め
こ
れ
ら
の
学
者
は
、
主
に
道
徳
倫
理
の
観
点
か
ら
周
の
文

王
の
称
王
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
唐
代
に
始
ま
っ
た
こ
う
し
た

見
方
は
次
第
に
優
勢
と
な
り
、
例
え
ば
梁
粛
は
、
「
西
伯
受
命
称
王

諮
」
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
周
の
文
王
の
称
王
説
を
「
反
綬
非
聖
（
経

そ
し

に
反
し
て
聖
を
非
る
）
」
の
見
方
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
宋
代
に

な
る
と
、
欧
陽
修
も
ま
た
「
泰
誓
論
」
の
中
で
強
く
反
駁
し
、
文

王
が
受
命
し
称
王
し
た
と
い
う
見
方
を
「
妄
説
」
と
し
て
退
け
て

い
る
。
後
世
、
学
者
の
多
く
は
、
周
の
文
王
が
生
前
に
王
を
称
し

た
と
い
う
事
実
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
。
あ
る
者
は
、
「
周
本
紀
」

の
記
述
は
、
「
司
馬
遷
不
達
理
道
之
舛
（
司
馬
遷
の
理
道
に
達
せ
ざ

あ
や

t

る
の
舛
り
な
り
）
」
（
明
、
馬
明
衡
『
尚
書
疑
義
』
巻
四
）
で
あ
る

と
考
え
、
ま
た
あ
る
者
は
、
『
史
記
』
の
関
連
部
分
は
劉
飲
の
改
窺

か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
（
清
、
方
芭
『
望
渓
集
』
巻
―
)
[
補

7
]
。
清
代
の
梁
玉
縄
に
至
っ
て
は
、
『
史
記
志
疑
』
の
中
で
、
歴
代

の
学
者
が
こ
の
説
を
批
判
し
て
い
る
情
況
に
対
し
て
総
括
を
行
っ

て
い
る
面
8
]
C

二
十
世
紀
は
じ
め
に
な
っ
て
王
国
維
氏
は
、
別
の
観
点
か
ら
周

の
文
王
が
生
前
す
で
に
称
王
し
て
い
た
こ
と
を
肯
定
し
た
。
王
氏

は
「
古
諸
侯
称
王
説
」
（
『
観
堂
別
集
』
巻
一
）
に
お
い
て
、
「
世

間
が
文
王
の
受
命
と
称
王
を
疑
う
の
は
、
古
え
の
諸
侯
が
国
内
で

は
王
と
称
し
て
お
り
、
そ
れ
は
君
や
公
と
称
し
た
り
す
る
の
と
同

じ
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
袢
6
)
と
言
い
、
さ
ら

に
「
思
う
に
、
古
え
は
ま
だ
天
沢
の
区
別
が
厳
密
で
は
な
<
[
補
9
]
、

諸
侯
は
そ
の
国
に
お
い
て
自
ら
王
を
称
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。
…

•
•
•
か
り
に
も
こ
れ
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
文
王
が
受
命
・
称
王
し
な

が
ら
も
な
お
殷
に
仕
え
て
い
た
と
し
て
も
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
」
（
注
7
)

と
述
べ
た
。
こ
の
王
国
維
氏
の
説
は
、
一
方
で
は
文
献
上
の
記
載
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か
ら
周
の
文
王
が
生
前
に
王
を
称
し
た
と
い
う
事
実
を
承
認
し
、

他
方
で
は
そ
の
政
治
的
表
象
と
し
て
の
意
味
合
い
を
薄
め
る
も
の

で
[MiiO]
、
周
の
文
王
が
生
前
に
王
を
称
し
た
と
す
る
説
に
つ
い
て

の
折
衷
的
・
調
和
的
見
解
で
あ
る
と
い
え
る
。
王
氏
の
こ
の
見
解

に
対
し
て
は
学
者
た
ち
の
中
で
賛
否
両
論
あ
り
、
意
見
の
一
致
を

み
て
い
な
い
。

二
十
世
紀
の
一
九
七

0
年
代
、
映
西
省
周
原
地
区
で
多
く
の
周

初
の
甲
骨
が
出
土
し
た
。
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
甲
骨
文
中
に
、

「
周
方
伯
」
と
「
王
」
の
記
載
が
同
時
に
見
え
て
い
た
こ
と
で
、

周
の
文
王
は
生
前
に
称
王
し
た
の
か
否
か
と
い
う
議
論
が
再
熱
し

た
。
あ
る
学
者
は
、
「
周
方
伯
」
と
「
王
」
と
は
同
じ
く
周
の
文
王

を
指
し
、
周
の
文
王
は
生
前
に
す
で
に
王
を
称
し
て
い
た
と
考
え

た
。
ま
た
あ
る
学
者
は
、
「
王
」
と
は
殷
王
、
「
周
方
伯
」
と
は
周

の
文
王
を
指
し
て
お
り
、
周
の
文
王
は
い
ま
だ
王
を
称
し
て
い
な

か
っ
た
の
だ
と
強
く
主
張
し
た
(
i
i
8
)
0

二
0
0
八
年
、
清
華
大
学
は
一
群
の
戦
国
竹
簡
を
入
手
し
た
。

ほ
う
く
ん

そ
の
中
の
一
篇
は
整
理
者
に
よ
っ
て
『
保
訓
』
と
命
名
さ
れ
、
そ

の
写
真
図
版
と
釈
文
は
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
祠
9)°

『
保
訓
』

の
内
容
は
周
の
文
王
が
臨
終
の
際
、
子
の
発
（
後
の
周
の
武
王
）

に
残
し
た
遺
言
で
あ
り
（
汗
10)
、
そ
の
趣
は
『
尚
書
』
顧
命
篇
と
類

似
し
、
ま
た
『
逸
周
書
』
中
の
多
く
の
篇
と
も
相
通
ず
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
学
者
た
ち
が
こ
れ
ま
で
見
聞
し
た
こ
と
の
な

い
内
容
で
あ
る
。
『
保
訓
』
篇
の
文
字
は
古
風
で
難
解
で
あ
り
、
多

く
の
記
述
が
解
釈
に
困
難
で
、
今
後
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
現
在
す
で
に
知
り
う
る
内
容
か
ら
み

て
も
、
そ
の
価
値
は
空
前
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

竹
簡
の
冒
頭
部
分
で
は
、
こ
の
出
来
事
の
発
生
を
「
惟
王
五
十
年
」

と
明
記
し
て
お
り
、
こ
の
五
字
は
千
百
年
来
、
大
勢
の
学
者
た
ち

が
議
論
し
て
解
決
で
き
な
か
っ
た
周
の
文
王
の
称
王
に
関
す
る
論

争
に
対
し
て
「
抜
雲
見
日
（
雲
が
晴
れ
て
日
が
さ
す
）
」
の
役
割
を

果
た
す
も
の
で
、
そ
の
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き
い
と
い
え
る
。
我

々
は
す
で
に
こ
れ
（
『
保
訓
』
）
に
基
づ
き
、
周
の
文
王
の
称
王
に

関
連
す
る
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
が
（
汁
11)
、
そ
の
論
文
の

発
表
後
、
我
々
の
見
解
に
対
し
て
疑
義
を
提
出
し
て
い
る
学
者
も

い
る
の
で
（
汁
12)
‘
本
稿
で
は
先
の
論
文
を
基
礎
と
し
、
よ
り
詳
細

に
我
々
の
見
解
を
説
明
し
よ
う
と
思
う
。

現
存
す
る
文
献
よ
り
み
る
と
、
周
の
文
王
が
王
を
称
し
た
こ
と

は
、
「
受
命
」
と
い
う
歴
史
事
件
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
司
馬
遷
の
い
う
「
受
命
之
年
稲
王
」
で
あ
る
。
周
の
人
々

は
文
王
が
受
命
し
た
と
い
う
こ
と
を
広
く
信
じ
て
お
り
、
『
詩
経
』

『
書
経
』
及
び
出
土
し
た
金
文
中
に
も
多
く
の
関
連
す
る
記
載
が

み
え
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

・
『
詩
経
』
大
雅
・
江
漢
「
文
武
、
受
命
。
（
文
武
、
受
命
す
）
」
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・
『
詩
経
』
大
雅
•
大
明
「
有
命
自
天
、
命
此
文
王
。
（
命
の

天
自
り
す
る
有
り
、
此
の
文
王
に
命
ず
）
」

・
『
尚
書
』
康
詰
「
天
乃
大
命
文
王
、
殖
戎
殷
、
誕
受
厭
命
。

え
、
こ
ウ
・
？

（
天
は
乃
ち
大
い
に
文
王
に
命
じ
、
殷
を
殖
戎
し
て
、
誕

そ

ち
蕨
の
命
を
受
け
し
む
）
」

・
『
逸
周
書
』
祭
公
篇
「
皇
天
改
大
殷
之
命
、
維
文
王
受
之
、

維
武
王
大
克
之
。
（
皇
天
は
大
殷
の
命
を
改
め
、
維
れ
文
王

之
を
受
け
、
維
れ
武
王
大
い
に
之
に
克
つ
）
」

•
何
尊
「
文
王
受
絃
大
命
（
文
王
は
絃
の
大
命
を
受
く
）
」

•
大
孟
鼎
「
不
＿
顕
文
王
、
受
天
有
大
命
。
（
不
一
い
に
顕
ら
か
な

る
文
王
、
天
の
有
せ
し
大
命
を
受
く
）
」

こ
れ
ら
の
伝
世
文
献
や
出
土
文
献
の
記
載
か
ら
み
る
と
、
文
王

（
武
王
を
含
む
）
の
受
命
は
、
周
人
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
画
期

的
な
事
件
で
あ
り
、
ま
た
、
周
人
が
非
常
に
関
心
を
抱
い
て
い
た

こ
と
で
も
あ
っ
た
。
で
は
一
体
、
文
王
の
受
命
は
、
ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
古
代
の
学
者
に

は
様
々
な
見
方
が
あ
る
。
彼
ら
は
文
王
の
受
命
を
認
め
る
一
方
で
、

そ
の
具
体
的
内
容
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
往
々
に
し
て
意
見
が
分

か
れ
る

C

例
え
ば
、
『
尚
書
』
無
逸
篇
の
「
文
王
受
命
惟
中
身
」
と

い
う
一
文
に
対
し
て
、
孔
穎
達
『
尚
書
正
義
』
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
経
言
受
命
者
、
鄭
玄
日
、
受
殷
王
嗣
位
之
命
。
然
殷
之
末

世
、
政
教
已
衰
、
諸
侯
嗣
位
、
何
必
待
王
命
。
受
先
君
之
命

亦
可
也
。
王
粛
云
、
文
王
受
命
、
嗣
位
為
君
。
不
言
受
王
命

也
。
（
経
に
受
命
と
言
う
は
、
鄭
玄
日
く
、
殷
王
の
位
を
嗣
ぐ

の
命
を
受
く
と
。
然
る
に
殷
の
末
世
は
、
政
教
巳
に
衰
え
、

諸
侯
の
位
を
嗣
ぐ
は
、
何
ぞ
必
ず
し
も
王
命
を
待
た
ん
や
。

先
君
の
命
を
受
く
る
も
亦
た
可
な
り
。
王
粛
云
う
、
文
王
命

を
受
け
、
位
を
嗣
ぎ
て
君
と
為
る
と
。
王
命
を
受
く
る
を
言

わ
ざ
る
な
り
）
」
（
注
13)

上
述
の
資
料
か
ら
考
え
る
に
、
鄭
玄
は
『
尚
書
』
無
逸
篇
の
「
文

王
受
命
」
を
「
受
殷
王
嗣
位
之
命
」
、
す
な
わ
ち
周
の
文
王
が
殷
王

の
冊
命
を
受
け
て
西
伯
に
即
位
し
た
こ
と
と
理
解
し
て
い
た
。
し

か
し
王
粛
や
孔
穎
達
た
ち
は
こ
の
説
に
同
意
せ
ず
、
こ
の
箇
所
の

受
命
は
、
「
受
先
君
之
命
（
先
君
の
命
を
受
く
）
」
こ
と
で
あ
ろ
う

と
理
解
す
る
。
『
史
記
』
周
本
紀
の
「
西
伯
受
命
之
年
稲
王
」
に
関

す
る
解
釈
に
至
っ
て
は
、
あ
る
者
は
文
王
が
殷
の
紺
王
か
ら
弓
矢

や
斧
錬
を
賜
っ
て
、
自
身
の
権
限
で
征
伐
を
行
う
こ
と
が
で
き
た

こ
と
だ
と
考
え
籍
11]
、
ま
た
あ
る
者
は
諸
侯
が
西
伯
を
尊
ん
で
王

と
し
た
こ
と
だ
と
考
え
る
な
ど
様
々
で
あ
る
（
沈
14)
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
の
見
方
は
、
上
述
の
文
王
の
受
命
に
関
す
る
記
載
と
は
明
ら

か
に
一
致
し
な
い
。
王
国
維
氏
は
『
尚
書
』
酒
詰
篇
の
「
惟
天
降

は
じ

命
、
肇
我
民
、
惟
元
祀
。
（
惟
れ
天
の
命
を
降
し
、
我
が
民
を
柴
め

し
、
惟
の
元
祀
）
」
と
い
う
記
載
に
よ
り
、
「
受
命
」
と
い
わ
れ
て
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い
る
の
は
、
つ
ま
り
天
命
を
受
け
る
こ
と
だ
と
い
う
鋭
い
指
摘
を

行
っ
た
。
氏
は
「
周
開
国
年
表
」
の
中
で
、
「
降
命
の
命
と
は
、
天

命
の
こ
と
で
あ
る
。
人
の
側
か
ら
言
え
ば
受
命
（
命
を
受
け
る
）

と
い
い
、
天
の
側
か
ら
言
え
ば
降
命
（
命
を
降
す
）
と
い
う
」
と

述
べ
て
い
る
（
礼
15)
。
王
氏
の
こ
の
見
解
は
伝
世
文
献
や
出
土
文
献

中
の
「
文
王
受
命
」
に
関
す
る
記
述
と
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、

現
代
の
多
く
の
学
者
も
王
氏
の
見
方
に
賛
同
し
、
「
文
王
受
命
」
と

は
天
命
を
受
け
る
こ
と
だ
と
考
え
た
n
l
i
i
)
0

「
文
王
受
命
」
の
具
体
的
な
意
味
を
理
解
す
れ
ば
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
も
す
ぐ
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
文
王

受
命
と
は
、
『
尚
書
』
康
諧
篇
に
い
う
「
天
乃
大
命
文
王
、
殖
戎
殷
、

誕
受
蕨
命
」
で
あ
り
、
ま
た
『
逸
周
書
』
祭
公
篇
に
み
え
る
「
皇

天
改
大
殷
之
命
、
維
文
王
受
之
、
維
武
王
大
克
之
」
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
文
王
が
天
命
を
獲
得
し
て
商
が
天
命
を
失
い
、
上
天
は

文
王
に
商
を
滅
ぼ
さ
せ
、
こ
れ
に
取
っ
て
代
わ
ら
せ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
文
献
中
の
文
王
受
命
に
関
す
る
記
載
は
、
す
べ
て
こ

の
よ
う
に
理
解
し
て
は
じ
め
て
「
文
王
受
命
」
の
原
義
に
符
合
す

る。
で
は
、
文
王
は
ど
の
よ
う
な
形
式
で
天
命
を
獲
得
し
た
の
か
。

こ
れ
も
討
論
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
る
。
緯
書
の
記
載
を
参
照
す
れ

ば
、
文
王
の
受
命
に
は
洛
書
祠
12]

や
赤
雀
丹
書
面
13]

な
ど
の
話

が
あ
る
が
、
恐
ら
く
信
ず
る
に
足
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
一
方

で
、
『
芸
文
類
緊
』
巻
七
九
に
引
く
「
周
書
」
の
内
容
は
、
非
常
に

象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

「
『
周
書
』
日
、
大
似
夢
見
商
之
庭
産
棘
[Jin14]
、
太
子
検
取

周
庭
之
梓
、
樹
於
問
、
梓
化
為
松
柏
作
械
籍
15]
。
寝
覺
、
以

告
文
王
。
文
王
乃
召
太
子
検
、
占
之
干
明
堂
。
王
及
太
子
肢

並
拝
吉
夢
、
受
商
之
大
命
干
皇
天
上
帝
。
（
『
周
書
』
に
日
く
、

た

い

こ

し

ょ

う

大
似
夢
に
商
の
庭
に
棘
を
産
じ
、
太
子
発
は
周
庭
の
梓
を
取

り
て
、
閥
に
樹
う
る
に
、
梓
化
し
て
松
柏
作
械
と
為
る
。
寝

覚
め
て
、
以
て
文
王
に
告
ぐ
。
文
王
乃
ち
太
子
発
を
召
し
て
、

明
堂
に
之
を
占
う
。
王
及
び
太
子
発
並
び
に
吉
夢
を
拝
し
、

皇
天
上
帝
に
商
の
大
命
を
受
く
と
）
」
（
汁
17)

こ
こ
で
は
、
太
似
が
夢
に
見
た
情
景
に
よ
っ
て
、
殷
の
命
運
が

尽
き
、
周
が
こ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
象
徴
し
て

い
る
。
周
の
文
王
は
、
こ
れ
は
天
命
で
あ
り
、
周
に
「
受
商
之
大

命
（
商
の
大
命
を
受
く
）
」
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
前
掲
の

『
尚
書
』
康
詰
篇
及
び
『
逸
周
書
』
祭
公
篇
な
ど
に
み
え
る
周
の

文
王
の
受
命
に
関
す
る
内
容
と
合
致
す
る
。
こ
の
資
料
は
時
期
を

記
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
正
確
な
時
期
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
文
王
が
こ
う
し
た
方
法
で
天
命
を
獲
得

し
、
自
ら
王
と
称
し
て
天
命
に
従
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
一
体
、
文
王
は
い
つ
天
命
を
獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
実
は
、
文
献
中
に
す
で
に
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
が
示
さ
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れ
て
い
る
。
『
尚
書
』
無
逸
篇
に
は
、
「
文
王
受
命
惟
中
身
‘
厭
享

國
五
十
年
。
（
文
王
受
命
す
る
は
惟
れ
中
身
に
し
て
、
厭
の
国
を
享

く
る
こ
と
五
十
年
な
り
）
」
と
あ
り
、
偽
孔
伝
面
lh]

に
は
「
文
王

九
十
七
而
終
。
中
身
卯
位
、
時
年
四
十
七
。
言
中
身
、
根
全
数
。
（
文

王
九
十
七
に
し
て
終
わ
る
。
中
身
に
即
位
し
、
時
に
年
は
四
十
七

な
り
。
中
身
と
言
う
は
、
全
数
（
お
よ
そ
の
数
）
を
挙
ぐ
）
」
と
あ

る
。
『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
篇
の
正
義
は
、
無
逸
篇
の
注
を
引
用
し
、

「
中
身
謂
中
年
（
中
身
と
は
中
年
を
謂
う
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
の
学
者
は
た
だ
文
王
が
中
年
で
即
位
し
た
こ
と
に
注
意
を

払
う
の
み
だ
が
、
実
は
こ
の
時
す
で
に
文
王
は
天
命
を
受
け
、
即

位
時
に
す
で
に
王
と
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
保
訓
』

に
み
え
る
「
惟
王
五
十
年
」
と
い
う
記
述
は
、
文
王
が
即
位
し
た

当
初
か
ら
す
で
に
王
を
称
し
て
い
た
と
い
う
史
実
を
証
明
す
る
も

の
で
あ
る
和
1
8
)
0

文
王
受
命
の
真
の
意
味
と
そ
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
し
て

再
度
文
献
の
記
載
を
見
る
と
、
そ
の
内
容
に
対
し
て
明
確
な
認
識

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
有
声
篇
に
「
文
王

受
命
、
有
此
武
功
、
既
伐
干
崇
、
作
邑
干
豊
。
（
文
王
受
命
し
、
此

の
武
功
有
り
、
既
に
崇
を
伐
ち
、
邑
を
豊
に
作
る
）
」
と
あ
り
、
鄭

玄
箋
は
「
武
功
謂
伐
四
國
及
崇
之
功
也
。
作
邑
者
、
徒
都
干
豊
、

以
應
天
命
。
（
武
功
と
は
四
国
及
び
崇
を
伐
つ
の
功
を
謂
う
な
り
。

邑
を
作
る
と
は
、
都
を
豊
に
徒
し
て
、
以
て
天
命
に
応
ず
る
な
り
）
」
、

正
義
は
「
綬
別
言
既
伐
於
崇
、
則
武
功
之
言
非
獨
伐
崇
而
已
。
受

命
之
後
所
伐
邪
．
者
・
密
須
・
混
夷
之
厭
皆
是
也
。
（
経
は
別
に
既

に
崇
を
伐
つ
と
言
う
は
、
則
ち
武
功
の
言
は
独
だ
崇
を
伐
つ
の
み

に
非
ざ
れ
ば
な
り
。
受
命
の
後
に
伐
つ
所
の
邪
•
者
・
密
須
·
混
夷

の
属
は
皆
な
是
れ
な
り
）
」
と
述
べ
て
い
る
和
19)°

「
文
王
受
命
」

の
真
の
意
味
を
理
解
し
て
は
じ
め
て
、
実
は
こ
の
詩
は
崇
の
討
伐

と
豊
邑
の
造
営
と
い
う
二
つ
の
出
来
事
を
も
ち
い
て
、
文
王
の
生

涯
の
功
績
を
総
括
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
、

こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
文
王
の
統
治
期
に
お
け
る
周
人
の
歴
史
的

展
開
の
中
で
、
最
も
重
要
な
二
大
転
機
で
あ
る
和
20)°

し
か
し
、

伏
生
や
司
馬
遷
な
ど
の
学
者
は
「
文
王
受
命
」
の
正
確
な
意
味
を

理
解
し
て
お
ら
ず
、
誤
っ
て
「
文
王
受
命
」
と
は
紺
王
か
ら
の
征

伐
の
命
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
文
王

受
命
、
一
年
断
虞
丙
之
質
、
二
年
伐
邪
、
三
年
伐
密
須
、
四
年
伐

吠
夷
、
五
年
伐
者
、
六
年
伐
崇
。
（
文
王
受
命
し
、
一
年
に
し
て
虞

肉
の
質
を
断
じ
、
二
年
に
し
て
邪
を
伐
ち
、
三
年
に
し
て
密
須
を

け

ん

い

伐
ち
、
四
年
に
し
て
吠
夷
を
伐
ち
、
五
年
に
し
て
者
を
伐
ち
、
六

年
に
し
て
崇
を
伐
つ
）
」
（
『
尚
書
大
伝
』
、
『
資
治
通
鑑
外
紀
』
巻

二
）
や
「
受
命
之
年
稲
王
而
断
虞
丙
之
訟
」
（
『
史
記
』
周
本
紀
）

と
い
う
よ
う
な
認
識
が
出
現
し
た
が
、
実
は
み
な
文
王
有
声
篇
の

「
文
王
受
命
、
有
此
武
功
、
既
伐
干
崇
、
作
邑
干
豊
」
を
誤
読
し

た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
歴
史
に
混
乱
を
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も
た
ら
せ
た
。
『
保
訓
』
の
発
見
は
歴
史
上
の
迷
霧
を
払
い
、
改
め

て
文
王
期
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
さ
ら
に
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

―
つ
目
は
、
文
王
の
在
位
期
間
に
つ
い
て
。
無
逸
篇
の
記
載
に

よ
れ
ば
、
周
の
文
王
の
在
位
は
五
十
年
だ
が
、
『
呂
氏
春
秋
』
制
楽

篇
で
は
、
「
文
王
立
國
五
十
一
年
而
終
」
の
よ
う
に
、
異
な
る
説
を

提
出
し
て
い
る
e

こ
の
矛
盾
す
る
記
載
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に

無
逸
篇
の
記
載
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
無
逸
篇
は

周
公
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
父
の
在
位
期
間
に
関
す

る
周
公
自
身
の
叙
述
は
、
必
ず
や
後
世
の
人
の
も
の
よ
り
も
正
確

な
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
周
の
文
王
の
在
位
は
五
十
一
年
で
、
無

逸
篇
の
記
載
は
単
に
成
数
（
切
り
の
よ
い
数
字
）
を
挙
げ
た
に
す

ぎ
な
い
と
主
張
す
る
学
者
が
い
た
と
し
て
も
凡
21)
、
我
々
は
同
意

で
き
な
い
。
周
公
は
無
逸
篇
の
中
で
、
殷
の
中
宗
の
在
位
は
七
十

五
年
、
高
宗
の
在
位
は
五
十
九
年
、
祖
甲
の
在
位
は
三
十
三
年
と

い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
具
体
的
な
在
位
年
数
を
列
挙
し
て
い
る
。

周
公
が
殷
王
の
在
位
期
間
つ
い
て
は
全
て
実
数
を
列
挙
す
る
一
方

で
、
自
分
の
父
の
在
位
期
間
に
つ
い
て
は
成
数
（
切
り
の
よ
い
数

字
）
を
挙
げ
た
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
道
理
に
合
わ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
『
保
訓
』
の
「
惟
王
五
十
年
」
と
い
う
記
載
は
、
周
の
文

王
が
「
享
國
五
十
年
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
記
載
で
あ
り
、

そ
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
え
る
。

二
つ
め
は
、
周
の
文
王
が
殷
に
服
従
し
て
い
た
こ
と
に
関
す
る

か
ん
れ
い

真
の
意
図
に
つ
い
て
。
『
尚
書
』
西
伯
欺
黎
篇
の
記
述
に
よ
り
、
殷

の
紺
王
は
周
人
が
黎
を
滅
ぼ
す
に
至
っ
て
も
な
お
、
「
我
生
不
有
命

在
天
（
我
の
生
く
る
は
命
の
天
に
在
る
に
有
ら
ず
や
）
」
と
考
え
て

お
り
、
天
命
が
改
ま
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
周
の
文
王
が
天
命

を
受
け
て
王
を
称
し
た
の
は
、
た
だ
私
的
に
行
っ
た
だ
け
で
決
し

て
公
然
と
表
明
し
た
も
の
で
は
な
く
、
殷
人
は
周
の
文
王
の
受
命

を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
、

周
の
文
王
が
殷
の
紺
王
に
服
従
し
て
い
た
の
は
、
恐
ら
く
ほ
と
ん

ど
上
辺
だ
け
の
態
度
で
あ
っ
て
、
実
は
周
の
文
王
が
即
位
し
て
王

と
称
し
て
以
来
、
ず
っ
と
殷
を
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
企
て
を
懐
い
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
周
の
文
王
の
父
で
あ
る
季
歴

は
、
殷
王
文
丁
の
手
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
お
り
和
22)
、
周
の
文
王

が
こ
の
こ
と
で
ず
っ
と
復
聾
の
念
と
殷
に
取
っ
て
代
わ
る
野
心
を

抱
き
続
け
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。
『
古
本
竹
書
紀
年
』

に
は
ま
た
、
帝
乙
の
二
年
に
「
周
人
伐
商
」
（
注
23)
と
い
う
記
載
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
周
の
文
王
の
在
位
中
の
事
件
で
あ
る
。
周
の
文

王
が
殷
に
服
従
し
て
い
た
の
は
、
主
と
し
て
そ
の
真
意
を
隠
し
時

勢
を
見
極
め
る
必
要
性
か
ら
で
あ
る
。
も
し
文
王
が
本
当
に
後
世

の
儒
家
が
説
く
よ
う
に
誠
心
誠
意
殷
に
仕
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
全
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
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(
1
)
司
馬
遷
『
史
記
』
巻
四
、
北
京
、
中
華
書
局
標
点
本
、
一
九
頁
。

(
2
)
呉
樹
平
『
風
俗
通
義
校
釈
』
、
天
津
、
天
津
人
民
出
版
社
、

原
注

九
八

て
は
別
の
機
会
に
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
つ
め
は
、
『
保
訓
』
中
に
み
え
る
「
中
道
」
の
理
解
に
つ
い
て
。

『
保
訓
』
の
発
表
後
、
学
者
た
ち
は
文
中
の
「
中
」
に
対
し
て
、

白
熱
し
た
議
論
を
繰
り
広
げ
た
。
も
し
「
受
天
命
（
天
命
を
受
く
）
」

と
い
う
視
点
か
ら
『
保
訓
』
に
み
え
る
（
「
中
」
と
）
関
連
し
た
内

容
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
な
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
中
」
に
つ
い
て
は
、
李
学
勤
氏
が
指
摘

す
る
「
中
正
之
道
」

[
M
i
1
8
]
、
す
な
わ
ち
「
中
正
之
道
」
と
は
、
上

天
の
意
志
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
解
釈
に
同
意
す
る
。
『
保

訓
』
中
に
は
他
に
も
「
三
降
之
徳
」
と
い
う
語
が
あ
り
面
I
y
]

、
そ

の
内
容
に
関
す
る
詳
細
は
不
明
だ
が
、
こ
の
「
降
」
字
も
ま
た
、

天
降
（
天
が
命
を
降
す
こ
と
）
と
の
関
連
性
を
示
唆
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
も
『
保
訓
』
に
お
い
て
、
周
の
文
王
が
繰
り
返

し
「
中
」
、
す
な
わ
ち
「
中
正
之
道
」
を
強
調
す
る
理
由
で
あ
ろ
う
。

[
作
者
：
劉
国
忠
、
一
九
六
九
年
生
ま
れ
、
清
華
大
学
歴
史
系
副

教
授
]
収
稿
日
期
：
二

O
O九
年
七
月
七
日
。

0
年
、
一
八
頁
。

(
3
)

孔
穎
達
『
尚
書
正
義
』
巻
十
一
、
『
十
三
経
注
疏
』
、
北
京
、
中
華

書
局
影
印
本
、
一
九
八

0
年
、
一
八

0
頁。

(
4
)
浦
起
龍
『
史
通
通
釈
』
巻
十
三
、
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一

九
七
八
年
を
参
照
。

(
5
)
『
史
記
正
義
』
巻
四
、
一
―
九
頁
を
参
照
。

(
6
)
王
国
維
『
観
堂
別
集
』
巻
一
「
古
諸
侯
称
王
説
」
、
『
王
国
維
遺
書
』

第
三
冊
、
上
海
、
上
海
古
籍
書
店
、
一
九
八
三
年
、
四
八
頁
。

(
7
)
王
国
維
『
観
堂
別
集
』
巻
一
「
古
諸
侯
称
王
説
」
、
『
王
国
維
遺
書
』

第
三
冊
、
四
九
頁
。

(
8
)

王
暉
「
周
文
王
受
命
称
王
考
」
（
『
映
西
師
範
大
学
学
報
』

二
年
第
七
期
）
な
ど
の
論
文
参
照
。

(
9
)

清
華
大
学
出
土
文
献
研
究
与
保
護
中
心
「
清
華
大
学
蔵
戦
国
竹
簡

『
保
訓
』
釈
文
」
、
『
文
物
』
二

0
0
九
年
第
六
期
。

(10)

李
学
勤
「
周
文
王
遺
説
」
、
『
光
明
日
報
』
二

0
0
九
年
四
月
十
三

日。

(11)

劉
国
忠
「
『
保
訓
』
与
周
文
王
称
王
」
、
『
光
明
日
報
』
二

0
0九
年

四
月
二
十
七
日
。

(
1
2
)
姜
広
輝
「
『
保
訓
』
十
疑
」
、
『
光
明
日
報
』
二

0
0
九
年
五
月
四
日
。

(13)

『
尚
書
正
義
』
巻
十
六
、
『
十
三
経
注
疏
』
、
ニ
ニ
ニ
頁
。

(14)

『
史
記
正
義
』
で
は
虞
．
丙
両
国
の
訴
を
解
決
し
た
後
に
、
「
諸
侯

帰
西
伯
者
四
十
余
国
、
蓋
此
年
受
命
之
年
稲
王
也
」
と
言
う
。
『
史
記
』

0
0
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一
九
頁
を
参
照
。

(15)

王
国
維
『
観
堂
別
集
』
巻

第
三
冊
、
三
七
頁
）
。

「
周
開
国
年
表
」
（
『
王
国
維
遺
書
』

(16)

王
暉
「
周
文
王
受
命
称
王
考
」
（
『
映
西
師
範
大
学
学
報
』

二
年
第
七
期
）
、
堤
福
林
「
従
上
博
簡
『
詩
論
』
看
文
王
「
受
命
」
及

孔
子
的
天
道
観

J

(
『
北
京
師
範
大
学
学
報
』
二

0
0
六
年
第
二
期
）

な
ど
。

(17)
『
芸
文
類
緊
』
巻
七
九
、
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、

一
三
五
五
頁
。

一
九
八
二
年
、

(18)
張
立
東
氏
「
保
訓
的
周
文
王
紀
年
与
夏
商
周
年
代
学
研
究
」
（
簡
吊

網
）
に
お
い
て
も
ま
た
、
文
王
が
即
位
し
た
時
に
は
す
で
に
受
命
し

称
王
し
て
い
た
と
主
張
し
て
お
り
、
筆
者
の
意
見
と
一
致
す
る
。

(19)
『
十
三
経
荏
疏
』
、
五
二
六
頁
。

(20)

周
人
が
黎
を
亡
ぽ
し
た
こ
と
も
周
人
の
歴
史
的
展
開
の
重
大
事
件

の
―
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
人
々
は
黎
に
勝
っ
た
事
件
を
文
王
の

功
紹
と
し
て
い
た
祠
17]
。
し
か
し
清
華
簡
の
武
王
楽
詩
の
発
見
は
、

こ
の
事
件
が
武
王
八
年
に
発
生
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
こ
れ

は
関
連
す
る
歴
史
的
展
開
の
流
れ
と
も
符
合
す
る
。

(21)

許
維
涵
氏
は
、
「
『
尚
書
』
無
逸
篇
謂
文
王
享
國
五
十
年
、
蓋
學
其

成
敷
也
。
（
『
尚
書
』
無
逸
篇
の
文
王
の
国
を
享
く
る
こ
と
五
十
年
と

謂
う
は
、
蓋
し
其
の
成
数
を
挙
ぐ
る
な
り
）
」
と
述
べ
て
い
る
（
陳
奇

猷
『
呂
氏
春
秋
新
校
釈
』
、
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
二
年
、

1
0
0
 

三
五
八
頁
）
。

(22)
『
古
本
竹
書
紀
年
』
の
「
文
丁
殺
季
歴
」
（
『
史
通
』
疑
古
よ
り
引
く
）

に
よ
る
。
（
方
詩
銘
•
王
修
齢
『
古
本
竹
書
紀
年
輯
証
』
、
上
海
、
上

海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
五
年
、
三
八
頁
）
。

(
2
3
)『太
平
御
覧
』
巻
八
三
に
引
く
。
方
詩
銘
•
王
修
齢
『
古
本
竹
書
紀

年
輯
証
』
、
上
海
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
五
年
、
三
九
頁
を
参

照。

[補
1
]
漢
代
か
ら
唐
代
に
か
け
て
訓
詰
学
を
主
と
し
た
学
者
を
指
す
。

[補
2
]
『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
の
疏
に
は
、
「
文
王
雖
未
得
九
州
、
以
其

梱
王
故
以
天
下
言
之
。
（
文
王
未
だ
九
州
を
得
ざ
る
と
雖
も
、
其
の
王

を
称
す
る
を
以
て
の
故
に
天
下
を
以
て
之
を
言
う
）
」
と
あ
る
。

[補
3
]
『
易
緯
乾
堅
度
』
に
「
西
伯
受
命
。
入
戊
午
部
二
十
九
年
、
伐
崇

侯
、
作
寮
窒
、
改
正
朔
、
布
王
暁
於
天
下
。
」
と
あ
る
。

[補
4
]

「
追
王
」
と
は
、
生
前
、
王
で
は
な
か
っ
た
者
に
、
死
後
王
と
し

て
の
称
号
を
贈
る
こ
と
。

[
補
5
]
中
華
書
局
本
『
史
記
』
の
該
当
箇
所
（
一
―
九
頁
）
は
、
「
文
王

受
命
…
…
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
受
年
」
は
「
受
命
」
の
誤
植
と
思
わ

れ
る
の
で
改
め
た
。

[
補
6
]
『
礼
記
』
曾
子
問
篇
•
坊
記
篇
・
喪
服
四
制
篇
、
『
孟
子
』
萬
章

補
注
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上
篇
に
も
類
似
の
語
句
が
見
え
る
。

[補
7
]
『
望
渓
集
』
巻
一
の
「
読
尚
書
又
記
」
に
「
以
受
命
為
稲
王
、
自

『
史
記
』
始
而
後
為
『
書
』
偲
『
詩
』
序
者
因
之
耳
。
『
史
記
』
宣
．

成
間
始
少
出
、
而
未
頸
。
今
所
偲
乃
飲
所
校
録
、
而
可
拠
為
信
乎
」

と
あ
り
、
ま
た
「
『
古
文
尚
書
』
『
毛
詩
』
皆
自
欽
検
。
猷
為
『
三
統

歴
』
考
上
世
帝
王
以
為
文
王
受
命
九
年
而
崩
。
則
武
•
成
及
周
本
紀

之
文
、
為
飲
所
増
窟
。
」
と
あ
る
。

[補
8
]
梁
玉
縄
は
『
史
記
志
疑
』
の
中
で
、
文
王
が
称
王
し
て
い
た
と

す
る
例
と
し
て
『
毛
詩
』
鄭
玄
注
を
挙
げ
、
ま
た
称
王
に
言
及
し
て

い
な
い
（
称
王
を
否
定
す
る
）
例
と
し
て
『
尚
書
』
偽
孔
伝
を
挙
げ

る
が
、
い
ず
れ
も
称
王
の
有
無
の
根
拠
と
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。

[補
9
]

天
と
沢
。
上
下
の
意
。
「
上
天
下
澤
、
履
。
」
（
『
周
易
』
履
卦
）
、

「
天
在
上
、
澤
居
下
、
上
下
之
正
理
也
。
」
（
程
伝
）

[補
1
0
]
王
国
維
氏
は
「
古
諸
侯
称
王
説
」
（
『
王
国
維
遺
書
』
第
三
冊
、

上
海
古
籍
書
店
、
一
九
八
三
年
）
に
お
い
て
、
「
徐
•
楚
・
呉
の
国
で

王
を
称
し
て
い
る
の
は
、
周
初
の
旧
習
に
沿
っ
て
ひ
そ
か
に
称
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
。
徐
・
楚
・
呉
な
ど
の
南

方
の
国
々
は
早
く
か
ら
王
を
僭
称
し
て
お
り
、
文
王
に
限
ら
ず
、
殷

王
が
い
な
が
ら
も
王
を
称
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
王
」
の

語
が
も
つ
政
治
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
意
味
を
薄
め
て
い
る
、
と
い

う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

[補
1
1
]
例
え
ば
、
梁
玉
縄
『
史
記
志
疑
』
で
は
「
受
命
云
者
、

天
子
之
命
而
得
専
征
、
一
受
天
西
脊
之
命
而
興
周
室
（
受
命
と
云
う

は
、
一
い
は
殷
の
天
子
の
命
を
受
け
て
専
征
す
る
を
得
、
一
い
は
天

の
西
春
の
命
を
受
け
て
周
室
を
興
す
な
り
）
」
と
あ
る
。

[補
1
2
]
洛
水
よ
り
出
現
し
た
神
亀
の
背
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
九
つ

の
紋
様
。
『
周
易
』
繋
辞
上
に
「
天
垂
象
、
見
吉
凶
。
聖
人
象
之
。
河

出
圏
、
洛
出
書
。
聖
人
則
之
。
（
天
は
象
を
垂
れ
、
吉
凶
を
見
す
。
聖

人
こ
れ
に
象
る
。
河
は
図
を
出
し
、
洛
は
書
を
出
す
。
聖
人
こ
れ
に

則
る
）
」
と
あ
る
。

[
補
1
3
]
受
命
に
際
し
、
赤
雀
が
衡
え
て
き
た
と
さ
れ
る
書
。
『
尚
書
正
義
』

疏
に
「
緯
候
之
書
、
言
受
命
者
、
謂
有
黄
龍
玄
組
白
魚
赤
雀
負
圏
衡

甚
以
命
人
。
（
緯
候
の
書
受
命
を
言
う
は
、
黄
龍
玄
亀
白
魚
赤
雀
図
を

負
い
書
を
衡
え
以
て
人
に
命
ず
る
有
り
と
謂
う
）
」
と
あ
り
、
ま
た
、

『
史
記
』
周
本
紀
の
正
義
疏
に
「
尚
書
帝
命
験
云
、
季
秋
之
月
甲
子
、

赤
爵
衡
丹
書
、
入
郡
、
止
干
昌
戸
。
（
尚
因
帝
命
瞼
云
く
季
秋
の
月
甲

子
、
赤
爵
丹
書
を
衡
え
郡
に
入
り
、
昌
の
戸
に
止
ま
る
）
」
と
あ
る
。

[補
14]

文
王
の
后
。
『
詩
経
』
大
雅
の
伝
に
「
大
似
文
王
之
妃
也
（
大
似

は
文
王
の
妃
な
り
）
」
と
あ
る
。

[補
1
5
]
『
論
語
』
八
俯
篇
に
「
哀
公
社
問
宰
我
。
宰
我
対
日
、
夏
后
氏
以

松
、
殷
人
以
柏
。
（
哀
公
社
を
宰
我
に
問
う
。
宰
我
対
え
て
日
く
、
夏

后
氏
は
松
を
以
て
し
、
殷
人
は
柏
を
以
て
す
）
」
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

夏
殷
の
社
木
。
ま
た
、
『
詩
経
』
大
雅
に
「
悲
彼
作
械
、
民
所
燎
突
。

一
受
殷
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用
作
三
降
之
徳
。
」
と

り
J

う

さ
く
し
'
‘

（
悲
彼
た
る
作
械
、
民
の
燎
す
る
所
）
」
、
ま
た
「

i

凡
i

凡
械
撲
、
薪
之

は

う

は

う

い

く

ぼ

く

橙
之
(

i

凡
i

凡
た
る
械
撲
、
之
を
薪
に
し
之
に
橙
む
）
」
と
あ
り
、
と

も
に
燎
祭
に
つ
か
う
薪
と
し
て
歌
わ
れ
る
。

[補
16]
「
偽
孔
伝
」
と
は
、
東
晋
の
元
帝
期
（
在
位
三
一
七

I
二
二
年
）
に
、

ば
い
さ
く

予
章
の
内
史
で
あ
る
梅
蹟
が
孔
安
国
の
伝
と
称
し
て
奉
っ
た
尚
書
を

指
す
。
孔
穎
達
は
こ
れ
に
疏
を
加
え
て
『
尚
書
正
義
』
を
作
成
し
た
。

[補
1
7
]
『
尚
書
』
西
伯
欺
黎
に
は
、
周
が
黎
に
勝
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
記

さ
れ
て
い
る
＾
＂
そ
の
内
容
は
、
西
伯
（
す
な
わ
ち
文
王
）
が
黎
に
勝

っ
た
た
め
、
殷
の
祖
手
が
恐
れ
て
紺
王
に
告
げ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
（
「
殷
始
咎
周
、
周
人
乗
黎
。
祖
伊
恐
、
奔
告
受
。
作
西
伯
搬
黎
。

（
殷
始
め
て
周
を
咎
み
、
周
人
黎
に
乗
っ
°
祖
伊
恐
れ
、
奔
り
て

受
に
告
ぐ
。
西
伯
敷
黎
を
作
る
）
」
（
『
尚
書
』
西
伯
欺
黎
）
）

[補
1
8
]
「
中
正
之
道
」
に
関
し
て
は
、
李
学
勤
「
論
清
華
簡
『
保
訓
』
的

幾
個
問
題
」
（
『
中
国
史
研
究
』
二

0
0
九
年
第
三
期
、
七
十
七
頁
）

に
見
え
る
。

[補

19]
『
保
訓
』
第
七
簡
に
「
允
、
粟
粟
不
解
、

あ
る
。

•
編
集
…
福
田
一
也

金
城
未
来

福
田
一
也

竹

村

渉

金
城
未
来

草
野
友
子

久
保
宗
之

竹

村

渉

福
田
一
也

金
城
未
来

草
野
友
子

久
保
宗
之

竹

村

渉

二
五
頁
一
行
目
＼
同
一
三
行
目

二
五
頁
―
四
行
目
＼
二
六
頁
三
行
目

二
六
頁
三
行
目
＼
同
一
七
行
目

二
六
頁
一
八
行
目
＼
二
七
頁
九
行
目

二
七
頁
十
行
目
＼
同
二
五
行
目

二
七
頁
二
六
行
目
＼
二
八
頁
六
行
目

ニ
八
頁
七
行
目

S
同
一
六
行
目

ニ
八
頁
一
七
行
目
＼
同
二
六
行
目

ニ
八
頁
二
七
行
目

S
二
九
頁
―
二
行
目

二
九
頁
一
三
行
目
＼
同
ニ
ニ
行
目

二
九
頁
二
三
行
目
＼
三

0
頁
三
行
目

三

0
頁
四
行
目

S
同
九
行
目

担
当
範
囲
（
原
論
文
の
頁
数
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